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年の確定闘争期県本部オルグの代わりに、周辺労組を
集めたブロック別集会が１１月１５日（金）に群馬東

部水道企業団太田本所で開催された。東毛地区６単組２３名
が参加し、確定闘争期における取り組み状況の意見交換や東
部水道企業団における労働組合の発足等について協議した。
太田市職労においては会計年度任用職員の処遇について事務
折衝をするものの当局からの具体的な提案がなく、１２月議
会へ上程すると宣言している。事務折衝というよりも当局案
について質疑応答するだけでは自治労における事務折衝とは
言えない。今後の対応についても当局と協議をして参りたい。

例

職労にとって最も重要な賃金確定闘争が始まっ
た！１２月議会上程の前に人事院勧告や人事委

員会勧告を踏まえて、当局がどのような判断をするの
か。事務折衝において１２月議会の前に明らかにしな
ければならない。今回は住居手当について引き下げら
れる若年層もいるため、県職連のように据え置き措置
を勝ち取ることが重要である。

２０１９賃金確定闘争ブロック別集会の開催！

第１回拡大闘争委員会開催！

和元年１１月２０日（水）、自治労群馬会館に
て第２回拡大闘争委員会が開催された。

単組報告では全単組報告ではなく、今回から地域別に
２単組ずつの報告となり、特徴的な事例報告を中心と
して行われた。

会計年度任用職員の事務折衝状況について
現在の一般事務の臨時嘱託職員においては週４日の勤務を予定しており、これまでの週５日フルタイム勤務者におい
ては、勤務時間を１５分短縮することにより、退職手当の支給対象外とする意図が伺える。一方で臨時職員（一部除く）
の給与が月額制になり、給与が上がることが期待できる。また、１年ごとの昇給について当局は明言しないものの、
他市職労の状況を見ると１年に１号級の昇給になるだろうと予測している。給与の上限については、総務省は大卒初
任給程度としており、太田市においては俸給表行政職１表、１級２８号になる予定である。多くの自治体の大卒初任
給が１級２５号にある中で他市よりも初任給が高く、当局が２８号まで上限値を伸ばしたことは評価したい。

第２回拡大闘争委員会開催！
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２０１９賃金確定闘争統一要求書
１．基本要求項目

（1） 　組合員の生活を維持・改善するための水準を確保するこ
　と。また、財政事情などを理由にした自治体独自の賃金削減
　は行わないこと。

２．2019 人事院・人事委員会勧告関連
（1）　2019 群馬県人事委員会勧告に準じて月例賃金の水準の維
　持・改善、是正をはかること。給料表のプラス改定は、４月
　に遡って差額分を支給すること。

（2） 　一時金
　　①　2019 群馬県人事委員会勧告に準じて一時金の支給月 
　　　　数を引き上げること。
　　②　期末・勤勉手当の割り振りについては、期末手当の割
　　　　合に重点を置くものとすること。
　　③　勤勉手当への成績率の一方的な導入及び成績率の拡　
　　　　大・強化を行わないこと。

（3）　住居手当については、一方的な見直しを行わないこと。
　万が一、見直しを検討する場合は地域実情も踏まえた上で、
　事前に労使協議を行うこと。

（4）　雇用と年金の接続について、人事院が 2018 年に行った「定
　年引き上げ」意見申出に対する検討にあたっては、重要な労
　働条件の変更となることから組合との交渉・協議、合意を前
　提とすること。また、再任用職員の賃金水準は、60 歳前の
　７割となる４級以上の運用とすること。

３．組合員の生活を維持・改善するための賃金水準の確保
（1） 　若年層の昇格について、他市の状況を鑑み、2 級昇格条
　件に必要な 1 級在級年数を現行の 3 年から 2 年に短縮するこ
と。

（2） 　民間等経験者については規則に基づいて経験年数を有す
　る者の号給として初任給に反映されているが、昇格について
　も初任給算定において換算した経験年数を昇格時の在級年数
　として取扱うこと。ついては 4 級昇任における 3 級在級年数
　を 10 年から短縮すること。

（3） 　建築主事においては職責に鑑み、課長級以上の職員を割
　り当てること。また、建築主事は資格取得のためには相応な
　経験が必要であり、責任を伴うことから資格手当を創設し、
　職員が業務に要する資格取得に前向きに取り組める環境を整
　備すること。

（4）　一時金における傾斜配分の加算割合を４級係長代理は　
　５％から１０％に引き上げること。また課長においても　　
　1０％から１５％に引き上げること。

（5）　育児休業期間が１ヵ月以下の場合は、期末・勤勉手当の
　支給割合を減じないよう措置すること。また、育児と介護に
　係る諸制度の取得期間について、１ヵ月に達するまでの期間
　は昇格基準における在級年数の勤務期間から除算しないこ　
　と。

４．人員確保と働き方改革の実現
（1） 　職員定数を削減することなく、新規職員を採用すること
　で職員の補充を行い、組合員の労働環境の悪化を防ぐこと。

（2） 　年次有給休暇の完全取得に向け、実効性のある施策を講
　じること。

（3） 　安全衛生委員会を定期開催し、随時時間外勤務の時間数
　や状況、他律的業務や特例業務など業務実態の点検・把握を
　行い、適正な人員配置および職場環境の改善に努めること。

５．人事評価制度に対する対応
（1） 　人事評価制度の運用にあたっては、十分な労使交渉・協
　議を行うとともに、処遇反映は重要な労働条件の変更となる
　ことから組合との合意を前提とすること。また、労使交渉を
　踏まえた定期的な検証・見直しを行うこと。

（2） 　人材育成が目的で、職員間に差をつけることが目的でな
　いことを明確にすること。

（3） 　公平・公正性、透明性、客観性、納得性と組合の関与を
　確保し、実効性のある苦情解決制度を整備・確立すること。

６．臨時・非常勤等職員の処遇改善
（1） 　臨時・非常勤等職員の賃金・労働条件を引き上げること。
　また、一方的な雇い止め、会計年度職員制度移行に伴う労働
　条件の切り下げは行わないこと。

（2） 　会計年度任用職員制度への円滑な移行
　　①　特別職以外の臨時･非常勤職員については、常勤職員、
　　　　もしくは会計年度任用職員に移行し、継続雇用とする
　　　　こと。
　　②　会計年度任用職員の給料については、常勤職員と同一
　　　　基準での運用（給料表の適用、前歴換算、初任給格付け、
　　　　等級別基準職務表に応じた昇給昇格）とし、職務内容
　　　　を踏まえて均衡･権衡させること。
　　③　期末手当は、最低でも常勤職員の支給月数（現行 2.6 月）
　　　　を支給すること。
　　④　常勤職員との均衡を基本に、各種手当を支給すること。
　　⑤　要件を満たす会計年度任用職員に対して退職手当を支
　　　　給すること。
　　⑥　常勤職員との権衡に基づき、休暇等を制度化すること。
　　⑦　要件を満たす会計年度任用職員の共済･社会保険･労働
　　　　保険の加入を行うこと。
　　⑧　常勤職員との権衡を基本に、会計年度任用職員の健康
　　　　診断の実施、研修の実施、福利厚生施設の利用などに
　　　　ついて対応すること。
　　⑨　人事評価及び評価結果の活用についても、常勤職員と
　　　　の均衡をはかること。

７．以下の職場要求の実現をはかること。
（1） 　会議におけるノートパソコンの活用等、時流に沿った労
　働環境となるように一律デスクトップ PC ではなく、労働内
　容に応じてノートパソコンの配布をすることにより、労働環
　境の整備に努めること。

（2）　若手職員が従事する交流都市事業については業務である
　ことから正規の時間内に会議を行うものとし、不必要な時間
　外勤務はやめること。また動員についてはイベント日が近づ
　いてからの動員要請ではなく、準備開始時に当該職員が従事
　することがわかるように配慮すること。

（3） 　再任用職員については基本を主査専門員４級職員とし、
　再任用職員を積極的に活用することで、組合員の負担を軽減
　すること。

（4）　環境美化運動についてはゴミの量の実情に鑑み、月に１
　回以下とすること。


